
　令和４年度決算における地方消費税（社会保障財源化分）の収入額及び充当状況は以下のとおりです。

173,106 千円

2,302,532 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 町　債 その他
うち社会保障
財源交付金分

うち
その他

139,917 101,079 3,401 35,437 6,262 29,175

23,667 998 3,580 19,089 3,373 15,716

310,809 216,979 59 93,771 16,570 77,201

82,246 34,736 757 46,753 8,262 38,491

26,858 9,278 8,555 9,025 1,595 7,430

297,480 210,709 25 86,746 15,329 71,417

548,727 334,589 23,070 191,068 33,763 157,305

2,756 797 1,959 346 1,613

97,018 94,628 52 2,338 413 1,925

995 95 900 160 740

23,341 15,097 3,285 4,959 876 4,083

1,553,814 1,018,985 42,784 492,045 86,949 405,096

397,635 47,332 3,030 347,273 61,366 285,907

95,281 50,796 44,485 7,861 36,624

492,916 98,128 3,030 391,758 69,227 322,531

9,676 439 9,237 1,632 7,605

29,756 11,220 67 18,469 3,264 15,205

212,608 144,899 3,368 64,341 11,369 52,972

3,762 3,762 665 3,097

255,802 156,558 3,435 95,809 16,930 78,879

2,302,532 1,273,671 49,249 979,612 173,106 806,506

※ 事務費や事務職員の人件費を除く。ただし保健施設費については、人件費を除き管理経費として抽出。
※ 一般財源の割合で、社会保障財源交付金を按分。

合 計

児童福祉総務費

母子衛生費

予防費

保健施設費

小 計

公民館費

老人福祉費（介
護・後期）

国民健康保険費

生活保護総務費

生活保護扶助費

災害救助費

財　源　内　訳
特　定　財　源 一般財源

児童措置費

保育所費

社会福祉総務費

老人福祉費（介
護・後期除く）

障害者福祉費

福祉医療費

令和４年度　社会保障財源交付金（引き上げ分の地方消費税交付金）の使途について

　平成26年4月1日及び令和元年10月1日から消費税率（国・地方）が引き上げられたことに伴い地方消費税交付金の増
収分については、使途を明らかにし、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。本表は、総務省自治
税務局都道府県税課長通知に基づくものです。

歳入

歳出

令和4年度社会保障財源交付金

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経
費（社会保障財源交付金の充当可能事業）
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事　業　名 事業費

社会福祉
費

児童福祉
費

生活保護
費

災害救助
費
社会教育
費

社会福祉
費

保健衛生
費

小 計

小 計

保健衛生総務費


